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長崎県高等学校吹奏楽連盟規約

第１章 総 則
（名称）

第１条 本連盟は、長崎県高等学校吹奏楽連盟（以下「高吹連」という）と称し、長崎県吹

奏楽連盟に属する。

（事務局）

第２条 高吹連は、事務局を理事長または、事務局長の勤務校に置く。

（組織）

第３条 高吹連は、長崎県下の高等学校の吹奏楽団体をもって組織する。

第２章 目的および事業
（目的）

第４条 高吹連は、関係団体と提携し、吹奏楽を通して地域文化の向上と情操の陶冶および

演奏技術の向上と団体相互の親睦を図ることを目的とする。

（事業）

第５条 高吹連は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１） 講習会、研究会、交流会等の開催

（２） 音楽会、コンクール等の開催

（３） その他目的の達成に必要な事業

第３章 役 員
（役員）

第６条 高吹連に次の役員をおく。

（１） 会長 １名

（２） 理事長 １名

（３） 副理事長 １名

（４） 事務局長 １名

（５） 理事 ９名（本条第２号、第３号および第４号の各１名を含む）

（６） 監事 ２名

（役員の選任）

第７条 役員の選任は次のとおりとする。

（１） 会長は、高等学校の校長がこれにあたる。

（２） 役員は、総会で選出する。

（役員の任務）

第８条 役員の任務は次のとおりとする。

（１） 会長は、高吹連を代表しその運営を統括する。

（２） 理事長は、高吹連の業務を所轄する。また、長崎県吹奏楽連盟の常任理事を兼ね

る。

（３） 副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の時にはこれを代行する。また、長崎

県吹奏楽連盟の常任理事を兼ねる。

（４） 事務局長は、高吹連の庶務の任にあたる。また、長崎県吹奏楽連盟の常任理事を

兼ねる。

（５） 理事は、高吹連の事業運営に必要な事項を審議し、それぞれの事業を推進する。

また、理事は長崎県吹奏楽連盟の理事を兼ねる。

（６） 監事は、高吹連の事業および会計を監査する。
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（役員の任期）

第９条 役員の任期は２年間とし再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任

期は、前任者の残任期間とする。

第４章 会 議
（会議の種類）

第１０条 会議は、総会、理事会とする。

（総会）

第１１条 総会は、各加盟団体の代表者１名をもって構成する。定例の総会は年１回とし、

会長が招集する。また、必要に応じて会長が臨時の総会を招集することができる。

２ 総会の議長は出席者の互選とする。

３ 総会は、次の事項を議決する。

（１） 事業報告および事業計画に関する事項

（２） 役員の選任に関する事項

（３） 規約の改廃に関する事項

（４） 高文連吹奏楽専門部との連携に関する事項

（５） その他、必要な事項

（理事会）

第１２条 理事会は、会長および７名の理事で構成され、会長が招集する。

２ 理事会の議長は、理事長とする。

３ 理事会は、次の事項を審議、遂行する。

（１） 事業に関する事項

（２） その他、総会に付議すべき事項

（３） その他、必要な事項

（会議の定数）

第１３条 会議は、構成員の過半数の出席で成立する。ただし委任状をもって出席とみなす

ことができる。

（会議の議決）

第１４条 会議の議決は、出席者の過半数で決定する。可否同数の時は議長が決するところ

による。ただし本規約の改廃は、総会出席者の３分の２以上の賛成を要する。

第５章 加 盟
（加盟）

第１５条 長崎県吹奏楽連盟への加盟をもって、高吹連に加盟したものとする。

附則
１ 本規約は、平成１５年４月２２日制定施行。

２ 本規約は、平成１７年４月１９日改正施行。
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